
利用開始後 3 ヶ月たったら…

病 院 を 退 院 し 、在 宅 に 戻られる方 へ

通所リハビリテーション
週 2 ～ 3 回程度利用
介護保険・要介護の方対象

在宅生活で担当のケアマネジャーがいるように、
リハビリのマネジメントをさせていただきます！

● 退院後、約 3ヶ月間は集中的にリハビリを実施できます。  ※短期集中加算

● 退院後、自宅での動作や環境の相談をお受けします。
● 定期的にご本人やご家族とリハビリや生活状況について話し合い検討します。

※利用時間は利用者さまの必要に合わせて設定できます。※時間帯によっては送迎が出来ない場合があります。

通所リハビリテーション TEL 0237-43-8080 [ 担当 ] 川部

※短期集中リハビリについては、算定案件があります。
※リハビリの実施内容は、当院医師の指示のもと計画します。

ご本人さま・ご家族・ケアマネジャー等で、下記の選択を検討しましょう！

リハビリ付きの通所サービス

通所リハビリ継続 自宅・通所介護
（デイサービス）へ

通所リハビリ・
通所介護（デイサービス）
を併用利用する

継続の必要性があるリハビ
リを続けたい。

通所リハビリを継続しなが
ら、デイサービスも利用し
たい。

自主トレーニングや運動施
設、以前利用したデイサー
ビスに通いたい。

まずは…

おすすめ
プラン！
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